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⑴ 貸 借 対 照 表  

平成28年3月31日現在 

           （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

Ⅰ 流 動 資 産  Ⅰ 流 動 負 債  

現 金 ・ 預 金 62,973 預 り 金 3,389 

顧 客 分 別金 信 託 360,000 顧 客 預 り 金 16,102 

未 収 委 託者 報 酬 43,606 未 払 金 8,540 

そ の 他 3,688 未 払 費 用 6,803 

流 動 資 産 合 計 470,268 未 払 法 人 税 等 1,315 

  未 払 消 費 税 等 3,830 

Ⅱ 固 定 資 産  流 動 負 債 合 計 39,982 

1 有 形 固 定 資 産 ※1  Ⅱ 固 定 負 債  

建 物 17,612  社 債 400,000 

構 築 物 324 固 定 負 債 合 計 400,000 

器 具 備 品 1,403 負 債 合 計 439,982 

 有形固定資産合計 19,340   

2 無 形 固 定 資 産 ※2 

ソ フ ト ウ ェ ア 

 
29,651 

（純 資 産 の 部 ） 

Ⅰ 株 主 資 本 

 1 資 本 金 

 
 
 

435,000 無形固定資産合計 29,651 

3 投資その他の資産   2  資 本 剰 余 金  

長 期 前 払 費 用 2,037 資 本 準 備 金 130,500 

投資その他の資産合計 2,037 資 本 剰 余 金 合 計 130,500 

  その他の利益剰余金  

  繰 越 利 益剰 余 金 △484,184 

  利益 剰余金合 計 △484,184 

  株 主 資 本 合 計 81,315 

固 定 資 産 合 計 51,029 純 資 産 合 計 81,315 

資 産 合 計 521,297 負 債 ・ 純 資 産 合 計 521,297 
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注記事項 

 

重要な会計方針 

1. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、建物（附属設備を除く）については定額法を採用し

ています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   15～24年 

構築物     15年 

器具備品  3～20年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づ

き償却しています。 

2. 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。 

 

（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

建物    5,847千円 

構築物       571千円 

器具備品等  4,154千円 

※２ 無形固定資産の減価償却累計額 

ソフトウェア 23,418千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度増加

株式数 

当事業年度減少

株式数 

当事業年度株式

数 

普通株式 54,450株 2,100株 －株 56,550株 

（変動事由の概要） 

増加株式数の内訳は、次のとおりです。 

第三者割当による増加  2,100株 

 

(2) 自己株式に関する事項      該当事項はありません。 

(3) 新株予約権等に関する事項    該当事項はありません。 

(4) 配当に関する事項        該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）         該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、デリバティブは利用 

しておらず、投機的な取引は行いません。なお、資金は、必要に応じて増資や社債発行に

より調達する方針です。 

 

(2) 金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク 

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託

者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託

銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは認識していませ

ん。 

社債は、顧客分別金信託、および運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、 

支払期日や償還期日に支払いや償還を実行できなくなるリスクとしての流動性リスクが

あると認識しています。 

未払金、未払費用、未払法人税等は、1年以内の支払期日です。 

未払金、未払費用、未払法人税等は、流動性リスクがあると認識しています。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

・信用リスクの管理 

預金の預入先の信用リスクについては、預入先の格付け等のモニタリングにより管理

しています。 

・流動性リスクの管理 

当社の資金繰計画の管理により、流動性リスクに対応しています。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定    

された価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んで

いるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

 

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。 

 

 当事業年度（平成 28年 3月 31日） 

 貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金・預金 

(2)直販顧客分別金信託 

(3)未収委託者報酬 

62,973 

360,000 

43,606 

62,973 

360,000 

43,606 

－ 

－ 

－ 

資産計 466,579 466,579 － 

(1)未払金 

(2)未払費用 

(3)未払法人税等 

(4)社債 

8,540 

6,803 

1,315 

400,000 

8,540 

6,803 

1,315 

402,348 

－ 

－ 

－ 

2,348 

負債計 416,660 419,008 2,348 

 （注）1.金融商品の時価の算定方法 

   資産 

(1)現金・預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬 

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ています。 

負債 

(1)未払金(2)未払費用(3)未払法人税等 

    これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ています。 

(4)社債 

社債の時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率

で割り引いた現在価値により算定しています。 

 

（注）2.金銭債権の決算日後の償還予定額 

 

当事業年度（平成 28年 3月 31日） 

    （単位：千円） 

 1年以内 1年超 

5年以内 

5年超 

10年以内 

10年超 

(1)現金・預金 

(2)直販顧客分別金信託 

(3)未収委託者報酬 

62,973 

360,000 

43,606 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

合計 466,579 － － － 

 

（注）3.社債の決算日後の返済予定額 
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当事業年度（平成 28年 3月 31日） 

    （単位：千円） 

 1年以内 1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 

社債 - 300,000 100,000 - - 

合計 - 300,000 100,000 - - 

 

 

（有価証券関係）     該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係）     該当事項はありません。 

 

（退職給付関係）         該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係）    

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 （千円） 

 繰越欠損金 144,831 

その他 603 

繰延税金資産小計 145.434 

評価性引当金 △145.434 

繰延税金資産計 - 

繰延税金負債 - 

繰延税金資産（純額） - 

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 

税引前当期純損失であるため記載していません。 

 

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 15号）および「地方税法等の一

部を改正する等の法律」(平成 28年法律第 13号)が平成 28年 3月 29日に国会で成立し、平

成 28年 4月 1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなり

ました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従

来の 33.35%から平成 28年 4月 1日に開始する事業年度および平成 29年 4月 1日に開始す

る事業年度に解消が見込まれる一時差異については 30.54%%、平成 30年 4月 1日に開始す

る事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 30.31%に変更されています。 

この税率変更に伴う影響はありません。 

 

 

（セグメント情報等）    

1. セグメント情報 
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当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

2. 関連情報 

(1) 製品およびサービスごとの情報 

  当社の製品およびサービスは単一であるため、記載していません。 

(2) 地域ごとの情報 

 ①営業収益 

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の 90%超であるため、記載を省略

しています。 

 ②有形固定資産 

有形固定資産はすべて本邦に所在しています。 

(3)主要な顧客ごとの情報 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者情報） 

1.関連当事者との取引 

(1)役員および個人主要株主等 

当事業年度 （自 平成 27 年 4月 1日 至 平成 28年 3月 31日） 

該当事項はありません。 

 

（一株当たり情報） 

1株当たり純資産額         1,437円 93銭 

1株当たり当期純利益（△損失）金額       △ 291円 66銭 

なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、および

1株当たり当期純損失が計上されているため記載していません。 

 

1株当たり当期純利益（△損失）の算定上の基礎 

当期純利益             △16,306千円 

普通株主に帰属しない金額              － 千円 

普通株式に係る当期純利益       △16,306千円 

普通株式の期中平均株式数            55,907株 

 

 

(重要な後発事象)        

 

該当事項はありません。 

 


